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１ 先議案件（一般議案） １件 

 

第６号議案 佐世保市有財産処分の件 

⑴ 財産の種類 土地（ウエストテクノ佐世保分譲地） 

⑵ 所在地   小佐々町黒石 332番 1ほか 

⑶ 地積    8万 5,400.18㎡ 

⑷ 処分価格  7億 358万 1,386円 

⑸ 処分先   株式会社シーヴイテック 

（企業立地推進局） 

 

 

２ 条例 ２６件 

 

第２５号議案 佐世保市事務分掌条例の一部改正の件 

長崎国体及び全国障害者スポーツ大会の終了に伴い、国体推進室を廃止するもの 

（行財政改革推進局） 

 

第２６号議案 佐世保市職員定数条例の一部改正の件 

事務事業の見直し等に伴い、職員定数を変更するもの 

市長部局  1,520 人 → 1,511人（△9人） 

交通局      85人 →   77人（△8人） 

教育委員会   257人 →  258人（1人） 

 

合計    3,286 人 → 3,270人（△16人） 

（行財政改革推進局） 

 

第２７号議案 佐世保市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改

正の件 

長期継続契約を締結することができる契約に施設の維持管理業務委託契約や清掃業務委

託契約等を追加するなど対象となる契約の範囲を拡大するもの 

（契約監理室契約課） 

 

第２８号議案 佐世保市総合計画条例制定の件 

地方自治法の一部改正に伴い、総合計画の構成、基本構想に即した事務の処理、基本構想・

基本計画の策定等について定めるもの 

（企画部政策経営課） 

 

第２９号議案 佐世保市総合計画審議会条例の一部改正の件 

佐世保市総合計画条例の制定に伴い、佐世保市総合計画審議会の任務及び委員に係る規定

の整備を行うもの 

（企画部政策経営課） 
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第３０号議案 佐世保市職員の給与に関する条例の一部改正の件 

本市一般職職員の給与について、人事院勧告に準拠した改定を行うもの 

《主な改正内容》 

①給料表の改定等 

・行政職給料表の改定（平均改定率△1.8％） 

・１級及び２級の初任給に係る号給の引下げはなし。３級以上の高位号給について最

大４％程度の引下げ 

・40歳代から 50歳代の昇給機会の確保の観点から４級及び５級に各８号給を増設 

・55歳を超える６級以上の職員に対する給料の 1.5％減額措置を廃止 

②地域手当の改定 

・東京都の特別区で勤務する職員 支給割合 18％ → 20％ 

③単身赴任手当の改定 

・基礎額を 7,000 円引き上げ、加算額の算定に係る距離区分を２区分増設 

《経過措置》 

新たな給料表の給料月額が平成 27 年 3 月 31 日に受けていた給料月額に達しない職

員については、当分の間、その差額を給料として支給するなどの経過措置を規定 

（総務部職員課） 

 

第３１号議案 佐世保市職員退職手当支給条例の一部改正の件 

本市一般職職員の給与について人事院勧告に準拠して給料月額を引き下げた場合に、給料

月額を算定基礎とする退職手当の支給水準が低下することとなるため、退職手当の調整額の

改定を行うもの 

（総務部職員課） 

 

第３２号議案 佐世保市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正の件 

九十九島動植物園（森きらら）が指定管理者による管理に移行にすることから、同園に勤

務する職員に対して支給している動物飼育手当を廃止するもの 

（総務部職員課） 

 

第３３号議案 佐世保市一般職の任期付職員の採用等に関する条例を廃止する条例制定の

件 

国民体育大会の終了に伴い、同業務に従事する任期付職員の採用等を定めた条例を廃止す

るもの 

（総務部職員課） 

 

第３４号議案 佐世保市基金条例の一部改正の件 

長崎県市町村総合事務組合への加入により目的が達せられており、平成 26年度末をもっ

て全額繰入れを行うことから、退職手当基金を廃止するもの 

（財務部財政課） 
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第３５号議案 佐世保市手数料条例の一部改正の件 

関係法令等の改正に伴い、所要の改正を行うもの 

《改正内容》 

①住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件の一部改正に伴う長

期優良住宅認定手数料の改正 

②建築基準法の一部改正に伴う構造計算適合性判定手数料及び「移転」に係る確認申請

手数料の改正 

③マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う特例許可に対する手

数料の新設 

④薬事法の一部改正及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律施行令の一部改正に伴う高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売

業又は貸与業の許可申請手数料等の新設 

（財務部財政課） 

（都市整備部建築指導課） 

（保健福祉部保健福祉政策課） 

 

第３６号議案 佐世保市営住宅条例の一部改正の件 

老朽化した上直谷住宅を用途廃止するもの 

（都市整備部住宅課） 

 

第３７号議案 佐世保市都市公園条例の一部改正の件 

島瀬公園のステージ屋根等の整備に伴い、島瀬公園ステージ使用に係る使用料を改定する

もの 

《島瀬公園ステージ使用料》 

１日につき 4,110円 → １日につき 8,220円・６時間以内につき 4,110円 

（都市整備部公園緑地課） 

 

第３８号議案 佐世保市災害危険区域の指定等に関する条例の一部改正の件 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、条

文中の引用条項を整理するもの 

（都市整備部建築指導課） 

 

第３９号議案 佐世保市地区計画の区域内における建築物に係る制限に関する条例の一部

改正の件 

建築基準法施行令の一部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するもの 

（都市整備部建築指導課） 

 

第４０号議案 地方独立行政法人北松中央病院評価委員会条例の一部改正の件 

地方独立行政法人へ移行を予定している佐世保市立総合病院に関することを地方独立行

政法人北松中央病院評価委員会のつかさどる事務に加えることとし、委員会名の改称などを

行うもの 

（保健福祉部医療政策課） 
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第４１号議案 佐世保市江迎特別養護老人ホーム条例の一部改正の件 

介護保険法の一部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するもの 

（保健福祉部長寿社会課） 

 

第４２号議案 佐世保市介護保険条例の一部改正の件 

第６期介護保険事業計画の策定に伴い、保険料率を改定するとともに、介護保険法の一部

改正に伴い地域支援事業において平成２７年度から創設される新しい介護予防・日常生活支

援総合事業等について、円滑な実施のため、その開始時期を規則に委任するもの 

《保険料率》 

基準月額 5,822円 → 5,722円（△100円・△1.7％） 

（保健福祉部長寿社会課） 

 

第４３号議案 佐世保市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基

準を定める条例等の一部を改正する条例制定の件 

関係省令の一部改正に伴い、関係する３条例について条文の整理を行うもの 

《関係省令》 

・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 

・指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準 

《関係３条例》 

・佐世保市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定め

る条例 

・佐世保市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基

準を定める条例 

・佐世保市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例 

（保健福祉部長寿社会課） 
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第４４号議案 佐世保市国民健康保険条例の一部改正の件 

国民健康保険事業特別会計において収支不足が見込まれることから国民健康保険税の税

率を改定するもの 

《税率の改定（主なもの）》 

区分 現行 改正後 

所得割額 

医療分 9.3％ 10.30％ 

後期高齢者支援金等分 2.9％ 3.18％ 

介護納付金分 2.6％ 2.80％ 

均等割額 
医療分 24,400円 27,500円 

後期高齢者支援金等分 8,000円 8,750円 

世帯割額 

医療分 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 24,400円 27,500円 

特定世帯 12,200円 13,750円 

特定継続世帯 18,300円 20,625円 

後期高齢者

支援金等分 

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 8,000円 8,750円 

特定世帯 4,000円 4,375円 

特定継続世帯 6,000円 6,562円 

※「特定世帯及び特定継続世帯」とは、世帯内の国民健康保険加入者が 75歳になるなどして国民健康保

険から後期高齢者医療制度に移行したために、被保険者の人数が１人になった世帯のこと。「特定世帯」

は、医療分と後期高齢者支援分の世帯割が５年間半額に軽減され、５年間経過後は、さらに３年間「特

定継続世帯」として世帯割が４分の１軽減される。 

（保健福祉部医療保険課） 

 

第４５号議案 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び佐世保市特別職

の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例制定の件 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員長と教育長を一本

化した新教育長を置くこととされたこと等により、関係する２条例について整備を行うもの 

《主な改正内容》 

①教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正 

・教育長の職務専念義務の特例を追加（題名も改称） 

②佐世保市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 

・別表「教育委員長」の項の削除 

（教育委員会総務課） 

 

第４６号議案 佐世保市心身障害児就学指導委員会条例の一部改正の件 

学校教育法施行令の一部改正に伴い、委員会の名称を「小・中学校就学等に係る教育支援

委員会」に改称するなどし、就学時のみならずその後の一貫した教育支援をする機能を付加

するもの 

（教育委員会学校教育課） 
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第４７号議案 佐世保市教育文化振興基金条例の一部改正の件 

法師山トヨ氏からの寄附金について平成 26年度末をもって全額執行し、次年度以降寄附

の予定がないため、同寄附金に関する規定を削除するもの 

（教育委員会学校教育課） 

 

第４８号議案 佐世保市企業立地促進条例の一部改正の件 

コールセンターや事務処理センターなどのオフィス系企業の誘致を促進するため、「研究

所その他事業所」のうち２分野（情報・通信関連分野及びビジネス支援関連分野）について

指定に係る投資要件を緩和するもの 

《投資要件の緩和》 

新設の場合    大企業  １億円以上  → ２千万円以上 

中小企業 ３千万円以上 → ２千万円以上 

増設・移設の場合 大企業  ３千万円以上 → ２千万円以上 

中小企業 １千万円以上 → 変更なし 

（企業立地推進局） 

 

第４９号議案 佐世保市自転車競走実施条例の一部改正の件 

競輪場への来場を促進するため普通入場料 50円を無料化するもの 

（農水商工部競輪事務所） 

 

第５０号議案 佐世保市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正の件 

水道事業の変更認可に伴い、給水区域、給水人口及び１日最大給水量を変更するもの 

（水道局事業部水道事業課水道計画室） 

 

 

３ 一般議案 ９件 

 

第５１号議案 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の

変更に関する協議の件 

長崎県南部広域水道企業団の解散に伴う長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び規約の変更並びに特別議決の規定の整備に係る規約の変更について、同

組合を組織する地方公共団体と協議するもの 

（総務部職員課） 
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第５２号議案 佐世保市・吉井町・世知原町まちづくり計画（新市建設計画）の変更の件 

第５３号議案 佐世保市・宇久町まちづくり計画（新市建設計画）の変更の件 

第５４号議案 佐世保市・小佐々町まちづくり計画（新市建設計画）の変更の件 

合併特例債の発行期間の延長に伴い、各まちづくり計画（新市建設計画）の計画期間等を

変更するもの 

《計画期間の変更》 

・佐世保市・吉井町・世知原町まちづくり計画（新市建設計画） 

平成 17年度～平成 26年度 → 平成 17年度～平成 32年度 

・佐世保市・宇久町まちづくり計画（新市建設計画） 

平成 18年度～平成 27年度 → 平成 18年度～平成 32年度 

・佐世保市・小佐々町まちづくり計画（新市建設計画） 

平成 18年度～平成 27年度 → 平成 18年度～平成 32年度 

（企画部地域政策課） 

 

第５５号議案 佐世保市有財産取得の件 

⑴ 財産の種類  土地（相浦地区複合施設整備事業用地） 

⑵ 所在地    佐世保市川下町 209番 5ほか 3筆 

⑶ 面積     1万 919.48 ㎡ 

⑷ 取得価格   1億 6,051万 6,356円 

（都市整備部公園緑地課） 

 

第５６号議案 供託金還付請求権確認訴訟の提起の件 

平成 24 年 4 月 25 日に発生した市道赤崎住宅循環線の崩落事故に係る道路法に基づく原

因者負担金及び損害賠償金に関し、第三債務者が供託した供託金の還付請求権が崩落事故の

原因者に帰属することを承諾しない相手方８者に対し、供託金還付請求権確認訴訟を提起す

るもの 

（土木部土木政策・管理課） 

 

第５７号議案 地方独立行政法人佐世保市立総合病院定款制定の件 

地方独立行政法人へ移行を予定している佐世保市立総合病院の定款を定めるもの 

《定款の主な内容》 

①医療の提供 

地方独立行政法人法に基づき、医療の提供、医療に関する調査及び研究、医療に従

事する者の育成等の業務を行う。特に、地域の医療機関・介護施設等関係機関・行政

との役割分担・連携のもと、佐世保市・長崎県北地域に求められるがん医療や救急医

療などの高度先進・急性期医療等を中心とした提供を行う。 

②役員の定数 

理事長１人、副理事長２人、理事６人以内及び監事２人以内 

③運営する病院の名称 

佐世保市立総合病院、黒島診療所、高島診療所、宇久診療所 

（保健福祉部医療政策課） 
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第５８号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件 

第５９号議案 あらたに生じた土地の確認及び町の区域変更の件 

宇久町本飯良地先における公有水面埋立工事が竣功したので、あらたに生じた土地２件を

確認し、同町に編入するもの 

（農水商工部水産課） 

 

 

４ 報告 ２件 

 

第２号報告 損害賠償の額の決定に係る市長専決処分報告の件 

平成 26 年 8 月 20 日に発生した松山町における水道管の破裂事故に係る損害賠償の額の

決定について専決処分したので報告し、議会の承認を求めるもの 

損害賠償額 463万 5,077円 

（水道局事業部水道事業課） 

 

第３号報告 建物明渡等請求訴訟の提起及び損害賠償の額の決定に係る市長専決処分報告

の件 

○訴えの提起      １件（市営住宅関係）        （都市整備部住宅課） 

○損害賠償の額の決定 １１件 

①公用車事故（５件） 

・消防局公用車の事故（市役所本庁舎地下駐車場） 損害賠償額  32,900円 

・救急車の事故（藤原町）            損害賠償額  52,834円 

・消防車の事故（波佐見町）           損害賠償額 189,000 円 

（以上、消防局総務課） 

・環境部公用車の事故（相浦町） 損害賠償額 4,212円 

（環境部廃棄物減量推進課） 

・土木部公用車の事故（八幡町） 損害賠償額 79,662円 

（土木部土木政策・管理課） 

②公務中の事故（１件） 

・火災予防調査中の事故 損害賠償額 62,100円       （消防局総務課） 

③市道・施設の管理瑕疵（５件） 

・市道の管理瑕疵（白岳町）  損害賠償額 160,000 円 

・   〃   （柚木元町） 損害賠償額 126,760 円 

（以上、土木部土木政策・管理課） 

・日野小学校施設の管理瑕疵 損害賠償額 541,280 円 

・      〃      損害賠償額 219,650 円 

・      〃      損害賠償額 184,124 円 

（以上、教育委員会総務課） 

 

 


